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論文 要 旨

論文題目 台湾都市計画の変遷と台中市市街地形成にかかわる

計画制度の施行効果に関する史的研究

序章研究目的と論文構成

本研究は市街地形成において細部計画の誘導性と建築線の規制性と土地区画整理の

実現性による組み合わせの施行が重要な役割を持っていると考え、これら仕組みの特

徴を考究し、この仕組みにおいての建築線の役割と運用効果を実態的に解明すること

が重要である。これらを通して、建築線制度が細部計画制度においての位囮づけとあ

り方を検討することが重要である。

そのため、本研究は日本統治期から戦後を通して台湾都市計画法制の変遷と台中市

市街地形成の特徴と整備過程を明らかにし、市街地形成にかかわる地区レペルの計画

制度の特徴と役割を歴史的視点に着目し、さらに実態的に検証を行い、計画制度を図

るべき効果を解明することして、本研究の目的と範囲の設定は次の 4点にしぽった。

①日本統治期から戦後までの台湾都市レベルの都市計画法制と施行の仕組みを明ら

かにすること。

②日本統治期から戦後までの台湾地区レベルの計画法制ーー建築線制度、土地区画整

理制度、細部計画制度の特徴と役割を明らかにすること。

③日本統治期から戦後までの台中市都市計画の施行と市街地形成にかかわる都市整

備の特徴を明らかにすること。

「台湾都市計画令」の建築線制度の運用による台中市の細街路形成の実績と効果を

明らかにすること。

図 1のように、本研究は全 6章で構成している。序章は、研究背景・目的・範囲設

定及び既往研究の動向とこれまでの論点と問題を整理し、本研究の位囮づけを明確し

ていく。第 1章と第 2章は主に台湾都市計画制度を分析したものであり、第 3章と第

4章は都市計画制度にかかわるマクロ的な及びミクロ的な台中市市街地形成の特徴と

細街路形成の運用効果を明らかにするものである。以下、その概要を述べる。

第 1章 日本統治期から戦後にかけて台湾都市計画法制の制定と変遷

本章は、台湾都市計画法制の特徴と変遷を解明するものとして、①都市計画の審議

と施行の特徴、②時期区分による都市計画法制の特徴を明らかにすることが目的とし

た。この目的から、台湾における都市レベルの都市計画法制の変遷と特徴について、
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l) 土地と建築の利用、 2) 都市施設の建設と管理、 3) 都市計画施行の取り扱いの

分野別に分けて記述したものである。

また、時期別として第 1期「台湾下水規則の時期 (1895s・1907s)」、第 1I期「台湾

家屋建築規則施行細則の時期 (1907s・l918s)」、第皿期「台湾都市計画令の時期

(1936s・ 1945s)」、第W期「台湾都市計画令暫定処置の時期 (1945s-1973s)」、第V期

「都市計画法の時期 (1973s・現在）」の 6期に区分し考察した。

第 2章 日本統治期から戦後にかけて台湾の計画制度の特徴と役割の変遷

本章は前章の日本統治期戦前から戦後にかけて今日の台湾における都市計画法制の

変遷と特徴を概親的に考察したこととして、引き続き計画制度の内容を深く踏み込み、

計画制度内容の特徴と施行の役割を解明したものである。

戦前から戦後にかけて市街地形成にかかわる計画制度について、「建築線制度」、「土

地区画整理制度」、「細部計画制度」の 3制度を中心に取り上げるとして、①規制内容

と目的、②運用の特徴について解明することが目的である。また、それぞれ制度の創

設法令として「台湾下水規則」 (1899s-1936s)、「台湾都市計画令」 (l936s-1973s)、「都

市計画法」 (1973s—現在）の適用時期を区分し、分析できた。

第 3章 日本統治期から戦後にかけて台中市の都市計画及び市街地整備の特徴とその

影容

前章は台湾における都市計画法制と市街地形成による計画的制度の特徴を明らかに

してきたことから、本章は引き続き市街地形成についてそれに関する都市の整備状況

と計画の施行を解明するものである。日本統治期から戦後にかけて台中市における都

市計画及び市街地整備の特徴を明らかにするものとして、①都市計画を対象とされた

内容、②都市計画の内容による都市整備の特徴を明らかにした。さらに、これらの計

画と整備から、③市街地の形成にあたえた影響を解明した。

また、第 I期の「土地調査と計画立案期」 (1895s・1900s)、第 II期の「街区・基盤

造成期」 (1900s・1920s)、第皿期の「機能区分発生期」 (1920s・1935s)、第N期の「第

1外環道路計画期」 (1935s・1945s)、第 V期の「日本統治期計画継承・施行期」

(1945s・ 1970s)、第VI期の「第 2と3外環道路形成期」 (1970s-1990s)の 6期に区分

し、時期別を通して、台中市都市計画の内容と都市整備の特徴を検討できた。

第 4章 「台湾都市計画令」の建栗線制度による台中市の細街路形成の実績と効果

本章は、台中市市街地の形成について建築線制度が市街地の形成に重要な役割を持っ

ていると考え、引き続き実態の検証を探っていくものである。

そして、 1936年「台湾都市計画令」の施行から 1983年の「台中市旧市街地細部計

画」の公布までにおける台海都市計画での建築線制度による台中市の細街路形成の実

態と効果を中心に取り上げ、台中市の細街路形成に関する建築線の運用実態と形成効
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果を解明するものとして、①建築線制度に関する独自の取り扱い規定、②建築線の指

定状況、③建築線の指定による細街路の形成実績を明らかにした。

その結果は、台中市における旧市街地中心地区の細街路の形成は長年にかけて指定

建築線によっており、戦後においてもその効力を保持していた。また細部計画による

新たな街路計画にも指定建築線のほとんどが継承された。指定建築線による細街路は

戦後から今日にかけて形成されたものが多く、その形成率は 64％に達し、かなりの効

果をもたらしたと言える

第 5章結論

本章では、各章の結果をまとめて整理し、台湾における市街地形成の規制・誘導・

促進ための細部計画の仕組みと建築線制度の位置づけについて、①台湾における市街

地形成の規制・誘蒋・促進ための細部計画仕組みの必要性、②細部計画における建築

線制度の位囮づけとあり方を考察したとともに、今後の研究課題を述べた。

氏 名 陳 湘 琴

3
 



（様式第 5-2号）

甜又‘ 14 年 2 月＼3日

琉球大学大学院

理工学研究科長 殿

論文審査委員

主査氏名

副査氏名

副査氏名

祖I査氏名

学位（博士）論文審査及び最終試験の終了報告書

学位（博士）の申請に対し，学位論文の審査及び最終試験を終了したので．下記のとお

り報告します。

記

申 諧 者 I専攻名、総合和貪EI誉氏名 P東ぅ相須 学籍番号  

指導教官名 ；也田落之

成績評価 I学位論文 €日り 不合格 最終試験 @ 不合格

論文題目

審査要旨 (2000字以内）

打計画にあ‘け3t虹．し^ hIV訂画年1良蒻誼及対も中年の

． 究

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一●●●-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

別品、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・．．．金・-・-・-・・・・・・・・・・・・・・・・・................-．．．．．．．．・・・-・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（次頁へ続く）

-59-



陳湘琴「台湾都市計画における地区レペル計画制度の成立

及び台中市の都市構造・細街路形成の効果に関する研究」

本研究は、日本統治期から戦後における台湾の都市計画法制の変遥及び地区レペルの計画制度の特徴と

役割を明らかにするとともに、台中市の都市構造及び細街路の形成を実態的に検証し、都市計画制度の市

街地形成に及ぽす効果を解明しようとするものである。その目的は次の 4点にある。①細部計画と建築線

及び区画整理との関係性と制度の成立及び仕組みを明らかにする。②統治期から戦後までにおける都市計

画案の内容（特徴）とそれらの実施内容の検証から台中市の都市構造の特徴を捉える。③建築線制度の仕

組みと台中市の細街路形成の実績と効果を明らかにする。④以上から、台湾の地区レベルの計画制度にお

ける細部計画と建築線の運用のあり方について考究する。

論文の構成は、序章及び5章からなっており、その概要は以下の通りである。

序章では、研究の背果や目的、既往研究の翌理と本研究の位置づけを明確にしている。

第 1章では、日本統治期から戦後までにおける台湾の都市計画法令・制度の制定と施行を I~IV期の時

期区分に分けて整理し、その変遷及び特徴を概念図化しながら明らかにするとともに日本との違いについ

ても解明している。

第 2章では、台湾における地区レペルの計画制度として、建築線制度の成立、特徴と役割及び区画整理

と細部計画との関わりについて統治期から戦後までを 3期に分けて、関係法令及び規則の文書からその具

体的な内容を把握するともに、概念図化して解明している。

第 3章では、統治期から戦後までの台中市を具体的な事例都市として取り上げ、当時提案された都市計

画案の内容、それによって実施された都市施設の整備状況、結果として形成された都市構造の特徴につい

て、 6期に分けて詳細な検証を行っている。

第 4章では、台中市の中心市街地における建築線制度による細街路形成の実態と効果を現地調査を通し

て実態的に検証・解明するとともに、建築線と区画整理との関係、細部計画と区画登理及び建築線との重

屈的な関係とそれによる市街地形成の効果についても検証している。

第 5章では、以上から得られた結論として以下のようにまとめている。

①台湾における都市計画法令及び地区計画レベル計画制度の成立は統治期に確定された。特に建築線制

度は初期に道路と細街路の形成に運用され、後期には区画整理との関連づけにより道路整備が確保された。

②戦後における台湾の主要計画と細部計画の仕組みは日本の同様な制度よりかなり先立って導入されて

いる。特に細部計画における建築線が建築許可の要件となっていることからも、道路整備の促進に大きな

役割を果たした。．

③統治期における台中市は鉄道を挟んで格子型の道路パターンと建築線指定及び主要な公共施設整備に

より今日の元となる都市構造が形成された。戦後では、旧市街地を中心に放射状と環状道路を組み合わせ、

区画整理と細部計画及び建築線指定との一体的な運用によって郊外周辺地区の整備がなされた。

④台中市における道路や細街路形成にとって細部計画と連動して建築線制度の果たした役割は高く、特

に指定建築線は旧市街地中心地区の大街区内の補助道路を生み出すものとして効果的であった。

⑤市街地形成にとって建築線は細部計画と連動して多くの道路を形成しており、細部計画と建築線との

一体的な運用が有効と言えるが、今後｀建築線の運用を道路に限定せず、建築物の配置、集団的形態、地

区施設の確定等により、詳細かつ立体的なシステムヘと展開して行くことでより総合的な市街地形成の誘

導と整備が可能である。

以上のごとく、本研究は、これまで解明が不充分であった日本統治期から戦後までにおける台湾の都市

計画制度とりわけ地区レペルの計画制度についてその制度的特徴と仕組みを体系的に明らかにした。中で

も建築線制度による細街路形成についての分析は詳細な現地調査にもとずくものであり、これまでの文献

のみに依拠している都市計画の法制度研究を実態的な効果の測定によって検証するという独創的な研究方

法をとっている。また、分析結果や結論においても学術的、社会的に有用な成果が得られていることが確

認できる。

本審査委員会は申請学位論文について資格要件及び内容を慎重に審議した結果、合格と認定した。最終

試験として 2月13日に実施した公聴会においても 47名の参加者を得て、活発な質疑に対して応え、多

くの視点からの評価が得られたことが認められた。以上から、本研究論文は、本学大学院理工学研究科総

合知能工学専攻における博士（工学）の学位論文として充分に値するものと認めるc




